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（警察本部）                                                                      （単位：千円） 

主 要 な 施 策 予 算 額 決 算 額 施   策   の   成   果 目  名 

１ 安心で希望に満ちた暮らしの創造 

【施策２】安全安心で暮らし学べる生活環境

づくり 

 施策２－①安全安心な日常生活を守り・支

える環境の確保 

 

 

 

1,525,940 

 

 

 

1,512,856 

 

 

 

１ 被災地防犯アドバイザー事業 

  被災地における様々なトラブルや犯罪を未然に防ぎ、安全で安心して暮らせる社会の早期実

現を図るため、警察官ＯＢを活用し、その専門的な見地から市町村、自治会、防犯ボランティ

ア等の活動に対して指導助言等を行う、被災地防犯アドバイザー事業を実施した。 

(1)  仮設団地等における訪問件数・相談等受理件数（平成28年９月～平成29年３月） 
① 訪問件数   967回 

② 相談等受理  230回 

(2)  効果的事例 
① 仮設団地周辺における交通上の危険箇所について、自治体担当者に対して道路標示等の

設置を働きかけた結果、道路標示やカーブミラーの設置等の安全措置が施された。 

② 生活支援相談員から相談を受けた、家屋の倒壊や瓦の落下による被害が発生するおそれ

のある通学路について、小学校校長等に対して改善措置を依頼した結果、通学路の変更が

行われた。 

③ 特殊詐欺等に関するアドバイスや居住者同士のトラブルなど、自治体、民間等では解決

が困難な相談に対する適切な措置により犯罪抑止活動を促進した。 
２ くまもとの「まち」と「ひと」を守る声掛け安心実現事業 

  平成28年４月から非常勤職員（警察官ＯＢ）６人を「声かけ・訪問指導員」に任命して、高

齢者や女性、子供を対象とした交通事故防止活動、防犯活動などを実施した。また、平成28年

熊本地震発生後は、一般世帯に加え、避難所・仮設住宅に対する個別訪問活動も実施した。平

成28年10月からは、女性を含む民間業者18人を加えた24人体制となり、「県警声かけ・訪問隊」

（通称「県警ひまわり隊」）として、県内一円に活動範囲を広げて運用した。(個別訪問件数 
一般世帯：8,963件、避難所・仮設住宅：10,554件 ※平成28年４月１日～同年12月31日)  
(1)  交通死亡事故の大幅減少 

交通事故死者67人（前年比▲12人）、うち高齢者36人（同▲18人） 

 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 計 

H28 10 7 6 4 4 5 2 5 4 8 5 7 67 

H27 7 4 9 3 7 7 6 10 7 5 6 8 79 

増減 3 3 ▲3 1 ▲3 ▲2 ▲4 ▲5 ▲3 3 ▲1 ▲1 ▲12 

(2) 特殊詐欺被害件数の減少 

特殊詐欺被害件数97件（前年比▲10件）、うち高齢者77件（同▲７件） 

 

 

 

警察活動費のうち 

Ｐ358～Ｐ359 
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（警察本部）                                                                      （単位：千円） 

主 要 な 施 策 予 算 額 決 算 額 施   策   の   成   果 目  名 

（施策２－①安全安心な日常生活を守り・支

える環境の確保） 

  (3) 平成28年熊本地震発生後の県民に寄り添った活動 

    地震発生直後は県警全体で行方不明者の捜索、交通流の確保等に全力を挙げて取り組む一

方、県民への声かけ活動を充分に行うことができなかったところ、１週間後には活動を再開

し、避難所をパトロールするとともに避難者に声をかけ、交通安全・防犯意識啓発活動を推

進した。 

３ 暴力団総合対策の推進 

  震災からの復旧・復興事業において、暴力団の介入を防遏、排除し、健全な県民生活の再建

を図るため、暴力団等の動向把握や震災に関連する犯罪の取締りを徹底するとともに、契約書

等への暴力団排除条項の導入等による暴力団排除活動を強化した。 

(1) 震災に関連した暴力団犯罪の検挙 

   平成28年熊本地震の発生に伴い貸付対象が拡大された生活福祉資金（緊急小口資金）制度

を悪用して、貸付金を騙し取ろうとした暴力団員６人を検挙した。 

(2) 震災からの復旧・復興事業における暴力団排除活動の強化 

関係自治体・団体に対し、復旧・復興事業に係る契約書等への暴力団排除条項の導入、暴

力団等排除連絡協議会の設置を通じた警察との情報共有等を要請するなど、関係機関・団体

との連携を強化し、各種事業等への暴力団の介入を阻止するための取組みを推進した。 

(3)  企業対象拳銃発砲事件に伴う緊急対策の実施 

平成28年６月、熊本市中央区桜町において、解体工事の現場事務所に銃弾が撃ち込まれる

企業対象拳銃発砲事件が発生したことから、所要の捜査を推進するとともに、被害関係先等

の警戒を強化するなど緊急対策を行った。 

４ ストーカー行為等・ＤＶ対策の推進 

(1) ストーカー事案対策の強化 

   平成28年中に、292件のストーカー事案を認知し、うち16件について「ストーカー行為等の

規制等に関する法律」に基づく文書警告を実施、２件について同法違反で検挙、27件につい

て他法令で検挙、195件について行為者に対し口頭による指導警告を実施した。 

(2) ＤＶ事案対策の強化 

   平成28年中に、626件のＤＶ事案を認知し、うち２件について保護命令違反で検挙、163件

について他法令で検挙、468件について加害者に対し口頭による指導警告を実施した。 

(3)  ストーカー・ＤＶ被害者対策用撮影業務委託の実施 

   被害者をストーカーやＤＶ等の被害から守ることを目的とし、ストーカー行為者の特定、

犯罪行為の証拠化、被害者の安心感醸成等のため、被害者方等への監視カメラ等の設置及び 
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（警察本部）                                                                      （単位：千円） 

主 要 な 施 策 予 算 額 決 算 額 施   策   の   成   果 目  名 

（施策２－①安全安心な日常生活を守り・支

える環境の確保） 

  録画撮影を業務委託した。平成28年度中は、15件委託し、いずれも重大事件への発展を防止

するとともに、ストーカー行為者を特定して警告を実施し、行為を鎮静化させる等の効果が

あった。 

５ 振り込め詐欺防止のための総合対策事業 

  振り込め詐欺に係る被害者の多くが悪徳業者等の取り扱う名簿に登載されていることから、

全国警察の捜査過程で入手した名簿に登載された者に対して、被害に遭わないための意識啓発

を図る内容の通知ハガキを郵送した。このほか、被害防止に関する施策を総合的に実施した結

果、平成28年中の振り込め詐欺を始めとした特殊詐欺の被害状況については、被害金額は微増

したものの、被害件数は減少した。 

   （県内の特殊詐欺被害の推移） 

年 被害件数 被害金額 

平成27年    107件 約325,203 

平成28年     97件 約330,760 

６ 犯罪被害者支援活動の推進 

(1) 性暴力被害者のためのサポートセンター事業 

性暴力被害者のためのワンストップ支援事業の中核となる性暴力被害者のためのサポート

センター事業を公益社団法人くまもと被害者支援センターに委託し、24時間対応できる性暴

力被害者に特化した支援体制を確立した。  

活動業務名 件数 

相談業務（電話・メールなど） 619件 

直接的支援業務（病院付添いなど） 181件 

専門相談業務（弁護士など） 33件 

(2)  二次的被害の防止・軽減事業 

   被害直後における居住場所の確保に係る費用や各種医療費などの公費負担により被害者の

経済的負担の軽減を図ったほか、支援に当たる警察職員のメンタルケア対策などを行った。 

事業項目 件数 

中長期的避難施設借上料 12件 

診断書手数料等 59件 

職員メンタルケア対策費用 3件 
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（警察本部）                                                                      （単位：千円） 

主 要 な 施 策 予 算 額 決 算 額 施   策   の   成   果 目  名 

（施策２－①安全安心な日常生活を守り・支

える環境の確保） 

  ７ サイバー犯罪対策の強化 

インターネットバンキングに係る不正送金事犯やスマートフォン及びＳＮＳの普及に伴う児

童被害の発生、サイバー犯罪に関する相談受理件数の増加など、サイバー空間の脅威が深刻化

していることから、検挙と予防の両面からの対策を推進した。 

平成28年度は、平成28年熊本地震に便乗したインターネット上への流言飛語の投稿による偽

計業務妨害、オークションサイトを利用した商標法違反等のサイバー犯罪155件を検挙（前年度

比+19件、+14.0%）し、サイバー犯罪に係る相談2,729件（前年度比+465件、+20.5%）を受理し

た。 

 (1) サイバー犯罪捜査に強い捜査員の育成 

   民間の知見を活用するため、情報通信技術精通者をサイバー犯罪対策テクニカルアドバイ

ザーに委嘱し、同アドバイザーによるセミナーを開催するとともに、捜査員を民間のシンポ

ジウムや解析技術研修等へ参加させるなどし、捜査員の育成を図った。 

(2) 解析用資機材の整備等    

県内の17警察署に解析用ネットワークパソコンを設置し、警察本部のサーバとネットワー

ク化することにより、捜査の迅速化及び効率化並びに堅牢な情報セキュリティの確保を図っ

た。解析用資機材の利用状況は、3,589回（前年度比+1,396回、+63.6%）であった。 

(3) 情報セキュリティコミュニティセンターの運用 

   サイバー犯罪被害防止のため、サイバーセキュリティカレッジ等の研修会や講話を611回

（前年度比▲34回、▲5.2%）実施した。 

８ 運転適性相談における認知症等早期対応推進事業 

(1)  医療系専門職の配置 

統合失調症、てんかん、低血糖症、認知症等の一定の症状を呈する病気等の疑いのある者

の早期発見・早期対応を図るため、運転免許センター内の運転適性相談窓口に専門職スタッ

フ３人を配置し、認知症等の兆候の確認や医療機関への受診及び運転免許証の自主返納の勧

奨を行った。 

平成28年の認知症等適性相談受理件数は2,227件であった。そのうち、1,248件を専門職ス

タッフが対応したところ、認知症に係る相談130件について医療機関への受診勧奨を実施し

た。その結果、66人が医療機関を受診し、うち22人が運転免許証の取消し、21人が運転免許

証の自主返納又は失効となった。残りの23人についても在宅医療や定期的な通院を促すな

ど、アフターケアに配意した取組みを行った。 

(2) 運転適性相談窓口等の周知 

高齢者講習を受講した70歳以上のドライバー全てに適性相談窓口・認知症コールセンター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運転免許費のうち 

Ｐ356～Ｐ357 
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（警察本部）                                                                      （単位：千円） 

主 要 な 施 策 予 算 額 決 算 額 施   策   の   成   果 目  名 

（施策２－①安全安心な日常生活を守り・支

える環境の確保） 

  の案内チラシを配布し、運転適性相談窓口等の周知を図った。 

９ 交通安全施設の整備 

  交通の安全安心を支えるため、交通の流れの変化に応じた交通安全施設の整備、円滑な交通

を確保するための交通管制の高度化等に取り組んだ。 

(1)  通学路の復旧・整備 

   通学路対策として信号機の新設・改良、道路標識・標示の整備等を行い、通学路の安全を

確保した。 

 (2) 交通流の変化に対応した整備 

   道路の新設や交差点の改良に伴う信号機、道路標識等の新設、改良等を行った。 

 (3)  交通管制システムの整備 

   交通情報の提供を推進するため、光ビーコンの高度化や交通情報板の整備を行った。 

 (4)  ゾーン30の推進による生活道路対策 

      住宅地など一定区間内の全ての道路の最高速度を30㎞/hとする「ゾーン30」の設定及びこ

れに伴う道路標識等の整備を行い、生活道路の安全確保を図った。 

 (5)  災害に備えた交通環境の整備 

   災害発生時における信号機の滅灯対策として、自動で発動発電する電源付加装置やリチウ

ム電池式電源付加装置を整備した。 

 

警察活動費のうち 

Ｐ358～Ｐ359 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策２－④安心して学業に取り組める教育

環境の充実・確保 

28,904 26,782 １ 少年非行防止活動の推進 

刑法犯少年の検挙人員及び不良行為少年の補導人員はいずれも減少傾向にあるものの、約４

人に１人が再び非行に走っている。そこで、学校その他関係機関と連携しながら、少年の規範

意識の向上及び社会との絆の強化を図るため、非行少年を生まない社会づくりに取り組むとと

もに、再び非行に走りかねない少年等の立ち直りを支援する活動を実施した。 

(1)  少年非行の現状 

区  分 平成27年 平成28年 増減 (28年－27年） 

刑法犯少年数 766人 592人 ▲174人  (▲22.7%) 

 初発型非行少年数 460人 322人 ▲138人 (▲30.0%) 

再非行少年数 209人 160人 ▲49人 (▲23.4%) 

特別法犯少年数 65人 89人 ＋24人 (＋36.9%) 

 薬物乱用少年数 1人 3人 ＋2人 (＋200.0%) 

不良行為少年の補導数 2,942人 1,972人 ▲970人 (▲33.0%) 
 

警察活動費のうち 

Ｐ358～Ｐ359 

 



- 153 - 
 

（警察本部）                                                                      （単位：千円） 

主 要 な 施 策 予 算 額 決 算 額 施   策   の   成   果 目  名 

（施策２－④安心して学業に取り組める教育

環境の充実・確保） 

  (2) 学校との連携 

①  熊本県学校・警察相互連絡制度による連携 

・警察から学校への連絡：805件 

・学校から警察への連絡：1,352 件 

②  スクールサポーター制度（警察本部少年課及び県内６警察署に配置）の運用 

非行・地域安全情報等の把握と提供、児童生徒の問題行動等への対応、学校訪問等、非

行防止及び被害防止活動を実施した。(年間活動回数 26,094 回) 

(3)  少年警察ボランティアとの連携 

①  少年警察ボランティアとの連携による街頭補導の実施：562 回(延べ人員4,818 人) 

②  少年サポーターによる非行少年に対するサポート活動の実施：対象少年６人 

③  居場所づくり活動の実施：５回（音楽鑑賞、スポーツ活動、生産活動） 

④  サイバー少年補導員のメールによる指導の実施：1,926回 

 

２ 未来へつなぐ資産の創造 

【施策４】災害に負けない基盤づくり 

 施策４－③社会資本等の強靱化 

 

 

98,644 

 

 

69,553 

 

 

 

１ 被災した交通安全施設の復旧 

平成28年熊本地震により損壊した446か所の交通安全施設の復旧に際し、交通安全施設の強靱

化、長寿命化等を図り、災害に強い道路交通環境を確保した。 

(1)  信号柱の建替え 

傾斜したコンクリート柱を災害に強い鋼鉄柱に建て替えた。 

 (2)  道路標識の再整備 

   倒壊又は傾倒した標識柱や損壊した標識板を再整備した。 

 (3)  交通管制機器の再整備 

   損壊した交通情報板や交通流監視カメラ等の機器を再整備した。 

 

 

交通安全施設災害復

旧費のうち 

Ｐ413 

 施策４－④防災体制の充実・強化 1,520,749 228,221 １ 被災した警察施設の早期復旧への取組み 

平成28年熊本地震に伴い、警察本部、警察署等67の警察施設が被災（うち全壊が１件、半壊

が７件）したが、被災した警察施設の機能回復のため、応急措置を必要とする箇所の復旧工事

を実施したほか、本格的な復旧工事発注のための建物の緊急点検調査委託及び復旧工事に係る

設計委託を完了するなど、早期復旧に向けた取組みを実施した。 

２ 統合地理情報システム構築事業 

  災害時の事態対処能力の向上並びに事件・事故に対する捜査力及び分析力の高度化に向け、

警察業務を総合的に支援する基幹システムとしての統合型地理情報システムを構築するための

基本設計を実施した。 

警察施設災害復旧費

のうち 

Ｐ413 

 

 

警察活動費のうち 

Ｐ358～Ｐ359 
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（警察本部）                                                                      （単位：千円） 

主 要 な 施 策 予 算 額 決 算 額 施   策   の   成   果 目  名 

（施策４－④防災体制の充実・強化）   ３ 大規模災害警備対策事業 

平成28年熊本地震やその後の梅雨前線豪雨災害への対応から得られた教訓を反映し、豪雨災

害、阿蘇山の噴火及び南海トラフ地震等の大規模災害に備えるため、災害救助資機材の高度化

を図るとともに、救出救助訓練等を実施し、災害対処能力の向上を図った。 

(1) 整備した主な災害救助資機材 

① 小型資材運搬車 

② 無人航空機（ドローン） 

③ エアージャッキ 

④ 災害救助用具セット 

(2) 実施した主な訓練 

① 解体予定施設を利用した救出救助訓練（平成28年10月） 

② 無人航空機（ドローン）及び小型重機の操縦訓練（平成28年11月から） 

③ 熊本県警察職員招集システム送受信訓練（３回、全職員対象） 

装備費のうち 

Ｐ354～Ｐ355 

警察活動費のうち 

Ｐ358～Ｐ359 

６ その他 

(19) 警察署再編計画 

 

525,422 

 

360,327 

 

１ 警察署再編計画の実施に向けた取組み 

自治体の行政区域と警察署の管轄区域をできる限り一致させ、地域一体となった能率的な治

安対策を推進すること等を基本方針とした警察署再編計画を実施するため、平成29年２月定例

県議会において、次の４項目を盛り込んだ「熊本県警察の名称、位置及び管轄区域に関する条

例の一部を改正する条例」を制定した。 

(1) 氷川警察署と八代警察署の統合及び氷川機動センターの設置（平成29年４月１日施行） 

(2) 熊本北警察署の熊本中央警察署への名称変更（平成29年10月１日施行） 

(3) 熊本市北区への熊本北合志警察署の新設（平成30年４月１日施行） 

(4) 熊本市南区城南町を管轄する警察署の宇城警察署から熊本南警察署への変更（同上） 

また、これらの項目を円滑に実施するため、県民向けの広報用のチラシ・ポスターを作成す

るなど、広報活動を実施した。 

２ 氷川機動センター整備事業 

  警察署再編が行われる地域の警察力を維持するために設置される氷川機動センターについ

て、平成29年10月に予定している新庁舎への移転に向け、平成28年９月、庁舎建設工事を着工

した。 

 

 

警察施設費のうち 

Ｐ355～Ｐ356 
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（警察本部）                                                                      （単位：千円） 

主 要 な 施 策 予 算 額 決 算 額 施   策   の   成   果 目  名 

（(19) 警察署再編計画）   ３ 熊本北合志警察署整備事業 

(1)  熊本市北区及び合志市を管轄する熊本北合志警察署の新設に向けて、庁舎建設に係る工事

請負契約を締結し、平成28年10月に着工した。（平成30年２月竣工予定） 

 (2)  熊本北合志警察署署長宿舎の新設に向けて、建設用地の取得を完了した。（平成29年度着

工、平成30年３月竣工予定） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


